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法 律 目 的 主な検疫対象物 検疫対象疾病

家畜伝染病予防法
（昭和26年法律第166号）

家畜の伝染性疾病（寄生虫を含
む）の発生を予防し、及びまん延
を防止することにより、畜産の振
興を図る

•偶蹄類の動物
•馬
•家きんとその卵
•うさぎ、蜜蜂
•犬
•これらの骨、肉、皮、毛等
•ソーセージ、ハム、ベーコン
•穀物のわら及び飼料用の乾草

監視伝染病に限定
家畜伝染病（28種）
届出伝染病（71種）

狂犬病予防法
（昭和25年法律第247号）

狂犬病の発生を予防し、そのまん
延を防止し、及びこれを撲滅する
ことにより、公衆衛生の向上及び
公共の福祉の増進を図る

•犬
•猫
•あらいぐま
•きつね
•スカンク

狂犬病

感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療
に関する法律
（平成10年法律第114号）

感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関し必要な措置を
定めることにより、感染症の発生
を予防し、及びそのまん延の防止
を図り、公衆衛生の向上及び増進
を図る

・サル エボラ出血熱
マールブルグ病

水産資源保護法
（昭和26年法律第313号）

水産資源の保護培養を図り、且つ、
その効果を将来にわたって維持す
ることにより、漁業の発展に寄与
する

・魚類（さけ科魚類、こい、ふな属魚類（きん
ぎょ等）、こくれん、はくれん等）
・甲殻類（くるまえび科えび類、さくらえび科あ
きあみ属えび類、てながえび科えび類）
・貝類等（とこぶし、えぞあわび、まがき属かき
類、ほたてがい、まぼや 等）

24疾病

コイ春ウイルス血症
コイヘルペスウイルス病
ウイルス性出血性敗血症
イエローヘッド病 等

1958年以降
我が国での発生なし

H15のコイヘルペス
ウイルス病の発生を機に
対策強化、H19から
動物検疫所で対応

動物検疫業務に係る主な法律
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（注） プレーリードック、ハクビシン、イタチアナグマ、タヌキ、コウモリ、ヤワゲネズミ等については、感染症法により輸入禁止

R7.3.25 京浜港、千葉港 動物検疫所実務講習会



Ｖ Ｖ

口蹄疫
・ウイルスが原因で、偶蹄類の動物（牛、
豚、羊など）がかかる伝染病。

・発熱、流涎（よだれ）、口の中や蹄に水
疱（水ぶくれ）などの症状がみられる。

・伝染性が非常に強く、防疫において最も
重要な疾病。

・A型インフルエンザウイルスによる鳥の伝
染病。

・家きん（鶏など）が高病原性鳥インフルエン
ザウイルスに感染すると、その多くが死亡。

・渡り鳥による伝搬で発生する例もあり。

・アフリカ豚熱ウイルスが豚やいのししに
感染する伝染病。

・発熱や全身の出血性病変を特徴。ワク
チンや治療法がなく、最も恐れられてい
る家畜の伝染病の一つ。

・ダニや感染した豚との直接接触他、汚
染された未調理の豚肉によっても豚に
感染する。ウイルスは冷蔵で数ヶ月残存
する。

アフリカ豚熱(ASF)

鳥インフルエンザ

Ｖ

主な家畜の伝染性疾病
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・豚熱ウイルスにより起こる豚、いのしし
の熱性伝染病。

・強い伝染力と高い致死率。

・感染豚は唾液、涙、糞尿中にウイルスを
排泄し、感染豚や汚染物品等との接触等
により感染が拡大。

・我が国では平成30年９月に26年ぶり
に発生。

Ｖ

豚熱(CSF)
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海外における重要伝染病の発生状況

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html



口蹄疫（FMD）
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欧州における口蹄疫（FMD）の発生

7



高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
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アフリカ豚熱（ASF）
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欧州におけるアフリカ豚熱（ASF）の発生
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ランピースキン病
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世界におけるランピースキン病の発生

ランピースキン病発生国からの制限
・牛精液
・牛受精卵
・牛臓器製品
・飼料用乳製品
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用語集

H/C（HC）（読み方：ヘルス）；

Health Certificateの略。

（同義）検査証明書、証明書、申請書の「検査証
明書番号」欄に記載された番号の書類

EST（読み方：イースト）；

（同義）（指定）処理施設。アルファベット及び/又
は数字で構成されている。外装に表示される。

（例）：AQS999、1234/56789
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家畜防疫官が行う畜産物の検査場所は・・・

家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するリスクを極力抑える
ため、以下の点を考慮の上、家畜防疫官が指定した場所等
に限定される。

・家畜防疫上安全な経路で輸送できる
・検査、消毒等の措置が十分に実施できる
・関係法令の規制を満たしている

指定検査場所とは

15



【畜産物の輸出入検査場所指定要領】
家畜伝染病予防法第40条（輸入検査）第３項の本文
に基づき、家畜防疫官が行う畜産物の検査場所の指
定に必要な事項を定める。

・輸出入される畜産物を家畜衛生上安全に搬入できる場所である
・畜産物の区分蔵置、現物検査及び検査に基づく処置を行うのに十分
な広さ、構造である
※現物検査、蔵置（保管）は指定された場所で行う必要がある
・動物検疫所から指示された事項を遵守できる

指定検査場所の指定要領
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指定検査場所での主な作業

到着前 １．申請書及びH/Cコピーを入手

入庫時

２．コンテナの破損・故障等の異常の有無を確認
３．シールの有無及び異常の有無を確認
４．H/Cと入庫貨物の外装表示等を照合
５．パレット番号を付与
６．ISS入庫状況登録業務の実施
７．指定検疫物票をパレットに掲示

現物
検査時

8.現物検査実施の有無と検査開始時刻の確認
９．指定検査パレットの準備、駐車場の確保、検査台等の準備
１０．検査の立会いと補助作業（開梱作業を含む）等の実施

検査後
１１．検査終了の確認
１２．焼却又は返送貨物の適切な管理
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輸入検査が必要な物（指定検疫物等）

１．指定検疫物
（1）次に掲げる動物及びその死体

（ア）偶蹄類の動物及び馬
（イ）鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちよう

その他のかも目の鳥類（以下「かも類」という）これらの初生ひな
（ウ）犬 
（エ）兎
（オ）みつばち 

（2）鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
（3）（1）の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
（4）（1）の動物の生乳、乳等、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
（5）（1）の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
（6）（3）の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
（7）輸入禁止地域からの穀物のわら及び飼料用の乾草
（8）法第36条第1項ただし書きの許可を受けて輸入する物

２．動物性加工たん白（魚粉など指定検疫物以外のもの）など

（動物性加工たん白質の輸入停止措置に係る輸入検疫実施要領）
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/attach/pdf/96-8.pdf

18



指定検疫物の場合、H/Cコピーを入手

輸入申請が指定検疫物なのか確認

動検の依頼を受けたら・・・申請書を入手

１．申請書及びH/Cコピーを入手

コンテナ、シール、貨物の外装確認等、その後の
作業に必要な書類。必ず始めに入手すること。
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2.コンテナの破損・故障等の異常の有無を確認

コンテナの確認
・Aコンテナであること
・H/Cや関係書類上のコンテナ番号との一致
・コンテナの破損･故障等の有無

Aコンテナとは・・・
海上コンテナーのうち、以下を全て満たす動物検疫において適性と認められるもの
・ 反復、永続して使用できる強固な構造
・ 輸送途中、コンテナーの積み替えが開扉することなく実施でき、封印可能
・ 輸送途中、家畜の伝染性疾病の病原体等をコンテナー外に散逸するおそれがない
・ コンテナー内外の消毒等が容易に実施可能

コンテナの種類 Aコンテナ？

リーファ―コンテナ
〇

ドライコンテナー

オープントップコンテナ
×

フラットラックコンテナ
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シールの確認
コンテナ開扉前に確認・照合を行うこと

 ・脱落、欠損等の有無
 ・H/Cに記載されたコンテナシール番号との一致
 ・シールは現物検査終了時まで保管
※紛失注意 現物検査時に確認します！

コンテナ、シールに異常（故障、シールの破損や番号違い等）
があれば、作業を中止し動物検疫所及び申請者へ連絡

３．シールの有無及び異常の有無を確認

※デバンニング後は返送が難しくなる可能性があるため、コンテナ異
常時の対応は輸入者（申請者）にもご相談ください。

また、検査前に輸入者等によるサーベイが予定される場合、事前にお
知らせください。
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４．H/Cと入庫貨物の外装表示等を照合

重要 H/Cと輸入畜産物の外装表示の照合を行う際は
以下の４点を必ず確認すること
①品名 ②EST（処理施設） ③商標（マーク）
④H/C番号（米国、カナダからの肉類等）

外装の確認
 ・H/Cと入庫貨物の外装表示を照合
（H/Cが必要ない貨物や輸出貨物は関係書類で照合）

 ・その他異常の有無の確認
 ・輸入停止地域（鳥インフルエンザの発生国等）からの貨物

→製造日が輸入停止措置の対象外であることの確認
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外装表示がH/Cと一致しない輸入貨物（明細外貨物）
→輸出国での検査を受けずに到着した貨物の可能性が

 あり、高リスクのため、取扱い注意。

外装表示がH/Cと一致しない輸入貨物細外貨物）

品名：Pork Tonge

H/C No.12345

Est.AQS999

Est.AQS111

品名：Pork Loin

H/C No.99999

PQ(Mark)

H/C
本当に

H/C内の
貨物？？
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指定検疫物以外のもの・・・

関係書類と相違ないものか確認
他アイテムで動検対象と思われるものはないか

  動検依頼のない貨物にも動検に対する意識を！
  検査を受けずに輸出された畜産物の混入があるかも？！

疑わしい貨物がある場合

速やかに申請者へ連絡

指定検疫物以外の貨物
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・他の貨物と区分して蔵置

・貨物の入庫状況についてISS（入庫状況登録）業務を実施

・入庫報告後はパレット等の積み直しを行わない

・検査終了まで家畜防疫官の許可なく開梱（コンテナ検査の場合は開扉）しない

・未検疫畜産物を搬出しない

パレット積み付けの際、輸入検査申請の欄ごとに１から始まる連続する 
パレット番号を付与。
現物検査は無作為抽出された貨物に対し実施するため、動物検疫所が 
指定する番号のパレットを準備。連番管理以外の方法を採用する場合、
連番への読替方法（タリーシート上での番号の振り直し等）を説明。

欄 種類 パレット番号

1 唐揚げ
もも串

パレット番号1～5
パレット番号6～10

2 レバー串 パレット番号1～20

パレット番号の付与

＜貨物蔵置に係る注意事項＞

５．パレット番号を付与
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６．ISS入庫状況登録業務の実施

ISSの登録

※入力後にILIまたは指定検疫物票にて入庫結果コードを必ず確認

現物検査判定後の貨物で入力ミスがあれば、すぐに動物検疫所に連絡を！

明細外貨物  ：H/Cに記載された情報と一致しないH/C外のアイテム

外装異常（表示）：全ラベルなし、ラベル一部不良（品名、EST、マーク、H/C No.等）、
２重ラベル等

外装異常（梱包）：箱サイズ違い、ブランド違い、デザイン違い等

※単なるブロークンは報告不要だが、破損によりラベル不良等があれば外装異常とし
て報告。

数量、重量     ：入繰、入軽、入重、オーバー、ショート 等
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指定検疫物票の表示

NACCSより印刷可能

検査対象物の取り違えや
未検疫貨物の誤搬出防止のため

コンテナ検査の場合、コンテナ毎に隔離され
ている状態のため指定検疫物票の表示を省
略することが可能
※家畜防疫官の指示があるまでコンテナを
開扉しない（シールを切らない）よう注意

現物検査終了後に家畜防疫官が署名
又は捺印

7.指定検疫物票をパレットに表示
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申請ごと（分割蔵置の場合は分割ごと）に表示



8.現物検査実施の有無と検査開始時刻の確認

現物検査実施の有無の確認
・NACCS申請 → ILI（輸入畜産物一覧照会）画面より確認

・輸出、マニュアル申請 →申請者に確認

検査開始時刻の確認
・検査開始時刻は当日朝9時以降に申請者へ確認（検査状況等により

 前後する場合あり）

※朝8時半までにISS登録が未完了の場合、現物検査を翌日以降に延期

28

検査当日朝９時までに判定しています。
９時を過ぎても判定結果が出ていない場合は
お問い合わせください。



「１」：省略
「２」：実施（初回品、リマーク等から動物検疫所が実施を判断したもの等）
「３」：実施（抜き打ち検査対象で現検実施と判定されたもの）
「4」：原則省略（家畜伝染病予防法第40条第２項に該当するもの→実施の場合、当所より連絡）
※輸出の場合は「１」が現物検査実施です。

ILI画面

輸入：NACCS-ILI画面（ILI画面）の「検査状況」の「現検」から確認

NACCSからの現物検査の有無の確認方法
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９．指定検査パレットの準備、駐車場の確保、検査台等の準備

指定検査パレットの準備
現物検査予定時刻までに、指定パレットを輸入検査申請の欄ごとに準備
※全量を現物検査場所に準備し、家畜防疫官が現物検査実施時に抽出
することも可。

≪注意事項≫
・初回、サンプル品は全アイテムを準備（清浄国からの初回品を除く。）

・明細外貨物、異常貨物及びその比較貨物も準備

・異常貨物パレットが指定に該当した場合、正常貨物パレットに該当
 するまで前にさかのぼって準備

・開梱個数の２倍量に満たないパレットが指定に該当した場合、その
前のパレットも準備
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駐車場の確保

現物検査をスムーズに進められるよう駐車場を確保
カラーコーンや「駐車禁止」表示等で駐車スペースを確保 （検査のある時間帯のみ）

・検査台（清潔なパレット等での代用も可能）及び手指消毒器
・指定パレット
・封印シール
・パレット番号のわかるもの（パレット番号計算エクセルを使用した場合はパレッ
ト指定票 横浜・川崎は任意）
・指定検疫物票

食品の取り扱い
→衛生面に配慮（定期的な清掃、消毒の実施）
コンテナ検査の場合は屋根や囲障等による異物混入防止

検査台等の準備

駐車場の確保、検査台等の準備
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・現物検査時の安全確保
 →倉庫の場合

    検査場所までの速やかな誘導
検査エリアの確保
フォークリフトでの作業の一時停止

→ヤードの場合
ヤード内車移動時の誘導
周辺でのクレーン作業の一時停止
複数検査場所がある場合の連絡の徹底

検査の立ち合いと補助作業

１０．検査の立会いと補助作業（開梱作業を含む）等の実施

円滑な検査の開始及び効率的な検査・消毒を行うための補助
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・予定時刻に検査開始できるよう調整

・入庫状況の説明
→パレット番号、商品等の説明。

・開梱作業等の補助
→検査台への陳列、バンドルカット、
開梱（家畜防疫官が指示したカートン）。

・消毒器材の用意、消毒実施中の際の立て看板の設置
→作業員が消毒液やガスに誤って触れないような配慮。

１０．検査の立会いと補助作業（開梱作業を含む）等の実施

検査貨物に関する状況を把握している者が、開梱に必要な
道具を準備した上で立会い補助作業を行うこと
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搬入 蔵置 記録・報告 検査 搬出

業務責任者が各業務の統括

管理責任者は各業務実施者に対して

異常が確認された際の報告体制を整備

・動物検疫制度について理解

・作業手順書を遵守

・輸出入検疫業務が円滑に実施できる環境整備

各業務段階において担当者の配置
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ILI画面

１１．検査終了の確認

検査終了の確認（輸入）
NACCSのILI画面から合否の確認が可能

「１」：合格
「２」：その他
※現物検査終了後も空欄のままの場合、合格が
保留となっている可能性があります。
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１２．焼却又は返送貨物の適切な管理

①焼却又は返送（以下「焼却等」）する貨物は、別パレットに仕分けし、
 当該貨物をラップ、ビニール等により他の貨物と明確に区分・隔離

②焼却等を行う貨物である旨の明確な表示を行う
現場の作業員の方にも分かるように、番号・バーコード等の管理に
より、明確に仕分けしておくことも重要

③焼却等を行う貨物は、可能な限り、その他の貨物（分割申請した場合
には本体貨物）から離れた場所に蔵置

④焼却等で搬出する際は、動物検疫所発行の指示書及び税関発行の
搬出許可書を必ず確認

不合格貨物の取扱い
不合格貨物（明細外・輸入停止品・輸入禁止品等）は、家畜の伝染性疾病
を拡散するリスクがある為、慎重な管理・取扱いが必要
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2

不合格品 搬出禁止
申請番号：〇〇〇〇〇

指示書、税関搬出許可書の確認後搬出

搬出時、担当者に搬出の可否を確認
担当：○○、○○

不合格品には明確な表示を（例）

不合格品の表示例
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指定検疫物票



申請者より指示書を入手

申請番号、種類、数量等の貨物情
報を確認し、焼却・返送の為に搬出
する貨物が正しいか確認

滅却（廃棄）承認申請書等により
、税関の滅却承認を受けている
ことを確認

指示書及び返送・焼却時の関係
書類は２年間保管

【搬出前】

【搬出時】

不合格品搬出に係る動物検疫所発行の指示書
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処分までの間、毎月１０日に保管状況を報告
※10日が閉庁日の場合は直後の開庁日

（下記報告書を管轄の動物検疫所までFAX）

１２．焼却または返送貨物の適切な管理
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輸出入畜産物 関係書類

講習会への参加と社内伝達、教育訓練の記録

動物検疫所の実務講習会 伝達講習の実施
配布資料の回覧

開催日、講師、参加者の記録を残す！

・ 実務講習会 参加記録
・ 〃 配布資料
・ 社内伝達講習・教育訓練の記録

H/C申請書
タリー
シート

No1 No1 No1

関連書類をセットで保管

・ 申請書（輸出入）
・ H/Cコピー
・ タリーシート
・ 指定検疫物票
・ その他関係書類（I/V, P/L等）

人事異動時

・担当者変更の届出
・教育訓練（動物検疫業務の講習）

40

保管書類について（２年間保管）

コンテナ、シール、４点確認の結果等
ISSの根拠となる記録を残す！



手順書について

検査場所は必ず以下の事項について
規定した手順書を作成し、関係者に周知・理解させること
• 管理責任体制

• 貨物管理体制

• 通報体制

• 教育訓練体制

• 検査時の補助等
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新任者の方へ

手順書を熟読し、内容を遵守する

不明点は分からないままにしない

講習会・勉強会に積極的に参加する
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問い合わせ窓口

動物検疫所検疫部畜産物検疫課
TEL：０４５－２０１－９４７８
FAX：０４５－２１２－４６２３

e-mail:aqs.yokchiku@maff.go.jp
川崎出張所

TEL:０４４－２８７－７４１２
FAX:０４４－２８７－７４１３

e-mail:aqs.kws@maff.go.jp
東京出張所

TEL:０３－３５２９－３０２１
FAX:０３－３５２９－３０２５

e-mail:aqs.tyo@maff.go.jp
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